
派遣元事業者向け

派遣元
セミナー

オンライン開催

◆ 派遣法施行規則・派遣元指針の主な改正点
（令和８年10月施行・適用）

◆ 労働者派遣事業の適正な運営
◆ 派遣元の講ずべき措置

職業安定部需給調整事業課
〒420-8639 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎5F

TEL: (054)271-9980 MAIL:shizuokakyoku-jukyuuka@mhlw.go.jp

お問い合わせ

セミナーの申込方法は

裏面をご確認ください。

Zoom
ウェビナー

＊計４回開催しますが、すべて同じ内容です開催スケジュール

８月26日
（水）

８月21日
（金）

日 程

1 0 : 0 0
～ 1 1 : 0 0

1 0 : 0 0
～ 1 1 : 0 0

時 間
1 4 : 0 0
～ 1 5 : 0 0

1 4 : 0 0
～ 1 5 : 0 0

各回200名定 員
セミナーの内容



令和８年度「派遣元セミナー」概要

３ 留意事項

システム状況、その他の事情により、セミナーの開催遅延や中止、ま
たは中断させていただく場合があります。

申込時に収集した個人情報は、適正に管理の上、当セミナーの運営及
び今後予定するセミナー等の案内のみに使用いたします。

セミナーには、所有する端末(スマートフォン、パソコン等)にソフト
ウェア「Zoom」をインストールした上で参加してください。

セミナーに参加するには「静岡労働局需給調整事業課サービス利用規
約」(専用ホームページに掲載)への同意が必要です。参加申込みをし
ていただいた時点で同意があるものとみなしますので、あらかじめご
了承ください。

１ 申込方法

２ 当日までの流れ
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セミナーの資料は、開催１週間前を目途に専用ページに掲載します。

静岡労働局ホームページの
専用ページからお申込みください。

アドレスはこちら


